
目

次

条

例

○
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqq（
人

事

課
）
…
二

○
青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
二

○
青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqq（
市
町
村
課
）
…
三

○
青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqq（
情

報

シ
ス
テ
ム
課
）
…
四

○
青
森
県
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
四

○
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
青
森
県
国
民
体
育
大
会
開
催
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqq（
教

育

庁

ス
ポ
ー
ツ

健

康

課
）
…
七

○
青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用

自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
）
…
七

青
森
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報
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条

例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
六
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
三
十
七
第
三
号
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
七
号
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青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
財
団
法
人
日
本
ゴ
ル
フ
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
ゴ

ル
フ
協
会
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
三
第
二
項
第
四
号
中
「
第
八
十
条
第
一
号
イ
」
を
「
第
百
四
十
七
条
第
一
号
イ
」
に
、
「
第
七
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の

い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
号
イ
の
改
正
規
定
は
平
成
三
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
八
号

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
七
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
就
労
自
立
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は
進
学
準
備
給
付
金
」
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
九
号

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
の
項
中
「
就
労
自
立
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は
進
学
準
備
給
付
金
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
三
の
項
の
ロ
中
「
就
労
自
立
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は
進
学
準
備
給
付
金
」
を
加
え
、
同
表
の
四
の
項
の
ヌ
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的

な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
号

青
森
県
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
六
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
特
例
」
を
「
適
用
除
外
の
認
定
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
当
該
適

用
除
外
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
項
」
を
加
え
、
「
仮
設
建
築
物
」
を
「
仮
設
興
行
場
等
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

法
第
四
十
三
条
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の

制
限
の
適
用
除
外
の
認
定
又

は
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
当
該
適
用
除
外
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

接
道
制
限
適
用

除
外
認
定
等
申

請
手
数
料

同
項
第
一
号
の
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
制
限
の
適
用
除
外
の

認
定

二
万
七
千
円

同
項
第
二
号
の
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
制
限
の
適
用
除
外
の

許
可

三
万
三
千
円

別
表
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
二

法
第
八
十
五
条
第
五

仮
設
興
行
場
等

同
条
第
五
項
の
仮
設
興
行
場
等
の
建
築
の
許
可

十
二
万
円
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項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
仮
設
興
行
場
等
の
建
築
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

建
築
許
可
申
請

手
数
料

同
条
第
六
項
の
仮
設
興
行
場
等
の
建
築
の
許
可

十
六
万
円

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
一
号

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
十
月
青
森
県
条
例
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

― 6 ―



青
森
県
国
民
体
育
大
会
開
催
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
二
号

青
森
県
国
民
体
育
大
会
開
催
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
国
民
体
育
大
会
開
催
基
金
条
例
（
平
成
二
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催
基
金
条
例

第
一
条
中
「
第
八
十
回
国
民
体
育
大
会
」
を
「
第
八
十
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
、
「
青
森
県
国
民
体
育
大
会
開
催
基
金
」
を
「
青
森
県
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催
基
金
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
三
号
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青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
七
月
青
森
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
知
事
の
」
を
削
り
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

県
議
会
議
員
の
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
け
る
第
六
条
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
中
「
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号

の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
）
第
百
三
十
二
条
の
五
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
ビ
ラ
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当

該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
、
前
条
中
「
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
百
三
十
二
条
の
五
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
ビ
ラ
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選

挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
議
会
議
員
及
び
青
森
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期

日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
か
ら
適
用
す
る
。
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